
＜通所リハビリテーション＞

①基本部分 通常規模型

要介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

②加算項目

③減算項目

＜介護予防通所リハビリテーション＞
①基本部分

要支援１

要支援２

②加算項目

＜介護保険給付対象外利用料金＞

５２０　単 位 ３９８　単 位 ３５８　単位

　　　　 料金規定 2016年10月～

３時間以上 ４時間未満　 ２時間以上３時間未満 １時間以上２時間未満　

４４４　単 位 ３４３　単 位 ３２９　単位

６７３　単 位 ５１０　単 位 ４１７　単位

５９６　単 位 ４５５　単 位 ３８８　単位

リハビリテーションマネジメント加算
（Ⅰ）　※

医師、理学療法士等他職種協働による個別リハビリ計画を
作成し、定期的に評価を行う場合
（基本月4回以上実施の場合のみ）

２３０　単位/月

７４９　単 位 ５６６　単 位 ４４８　単位

リハビリテーションマネジメント加算
（Ⅱ）　※

医師、理学療法士等他職種協働
による個別リハビリ計画を作成・
定期的な評価を行うとともに家族
および他サービスとの会議等を
開催した場合

Ⅱ‐１ 開始月から６月以内 １,０２０単位/月

Ⅱ‐２ 開始月から６月超え ７００　単位/月

短期集中個別リハビリテーション
実施加算

退院・退所又は、要介護認定日から起算して1月-3月の期間
に行われた場合

１１０　単位/日

理学療法士等体制強化加算
専従理学療法士等を２名以上配置し、サービスを提供した
場合（１時間以上２時間未満をご利用の場合のみ）

３０　単位/日

栄養改善加算
管理栄養士による栄養改善サービスを行なった場合
（3月以内の期間に限り、1月に2回を限度とする）

１５０　単位/回

※　リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）については、算定要件に該当する方のみ算定可能となるため、原則リハビリテーショ
ンマネジメント加算（Ⅰ）を算定させていただきます。

送迎減算 自己送迎でご利用の方 ４７　単位/片道

利用者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資する
サービスを効果的に提供するため上記の加算を組み合わせ
て実施した場合

利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となる
事業所に加算

連絡帳代

１,８１２　単 位

３,７１５　単 位

家族との連絡、その日の様子などを記載したファイル代

２２５　単位/月

１５０　単位/月

４８０　単位/月

１２０　単位/月

日用品費
水分補給など、施設で用意するものをご利用いただく場合の
費用（ウォーターサーバー、水、紙コップ等）

５０ 円/１日

種類 内容 利用料金

介護予防・運動器機能向上加算
（原則、利用者全員が対象となります）

栄養改善加算

選択的サービス複数実施加算

事業所評価加算
（原則、利用者全員が対象となります）

医師、理学療法士等他職種協働による個別リハビリ計画を
作成し、定期的に評価を行う場合

管理栄養士による栄養改善サービスを行った場合

通常の実施地域を越えてから、片道10キロメートル以上 ３００ 円

おむつ代

通常の実施地域（緑区・南区・天白区・
豊明市）を超える送迎の費用

２００ 円/初回

はくパンツ ８０ 円/枚

通常の実施地域を越えてから、片道10キロメートル未満 ２００ 円

尿取りパット ５０ 円/枚

テープ式パンツ １７０ 円/枚

大同みどりクリニック　通所リハビリテーション


